
時代祭の交通規制に伴う一部区間の運行休止と経路変更について
　2018 年 10 月 22 日 ( 月 ) 時代祭の交通規制実施に伴い、規制時間 12:00 ～ 17:00 頃に該当する
運行便について、一部区間の運行休止と経路変更をいたしますので、あらかじめご了承願います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〔 雨天の場合は 10月 23 日 ( 火 ) に順延 〕
関係経路と変更内容

17  号経路 ( 大宅～三条京阪系統 )

19  号経路 ( 山科駅～四条河原町循環系統 )

大宅、山科駅方面ゆきは、東山三条 ( 東大路通側  臨時バス停 ) から東大路通→
仁王門通→蹴上交差点経由で運行します。
・

休止停留所
「三条京阪」「河原町三条」「四条河原町」「四条京阪 ( 祇園四条駅 )」
大宅、山科駅方面ゆきの「神宮道」「三条広道」「蹴上」

・

東山三条 ( 三条京阪、四条河原町・大宅方面ゆき ) の停留所を
東山三条交差点北西 ( 東大路通側 ) に変更し、東山三条より
折り返し運行します。これに伴い、東山三条～三条京阪・四条河原町間は
運休します。

・ 四条京阪 ( 三条京阪ゆき ) の停留所を四条川端交差点北西 ( 川端通側 ) に
変更します。( 詳細は停留所掲出のお知らせをご覧下さい )
・

休止停留所「四条河原町」( 三条京阪ゆき )
　　　　　  「河原町三条」( 三条京阪ゆき、醍醐 BT・京阪六地蔵方面ゆき )
・

三条京阪ゆき　四条京阪→三条京阪間を川端通経由に変更します。・

86B   87B   88B  号経路 ( 京阪六地蔵・醍醐 BT～三条京阪系統 )

京阪六地蔵、醍醐 BT方面ゆき　三条京阪→四条河原町間を川端通経由に
変更します。【※三条京阪は三条出札所の臨時停留所より発車】
・

休止停留所「四条烏丸」「烏丸御池」「京都市役所前」「河原町三条」・

「四条烏丸」( 烏丸御池方面ゆき ) の停留所を「四条高倉」( 四条通東行 ) に
変更し、四条通経由で運行します。これに伴い、四条烏丸～河原町三条間は
運休します。

・

92   号経路 ( 大宅～四条河原町循環系統 )

◆ お問合せ  山科営業所  ℡  075‐581‐7189

【熊野神社前 ( 三条京阪ゆきのみ )】は京都バスの停留所「熊野神社前」に変更します。・

休止停留所　「東山二条」「東山三条」「河原町三条」・

三条京阪～熊野神社前を川端通～丸太町通経由に変更します。・

56    56A   57  号経路 ( 京都駅・三条京阪～比叡平・比叡山頂系統 )

【四条河原町 ( 京都駅ゆき )】は「四条河原町 ( 南行南側 )」に停留所を変更します。・


